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児玉郡市広域市町村圏組合人事行政の運営等の状況 
 

 令和４年度の組合職員の採用・退職・給与・勤務条件・研修などの状況について、次のとおり

公表します。 

 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

（１）職員の採用の状況 

令和４年度は、消防職８人（うち女性０人）の職員を採用しました。 

 

（２）令和４年度の再任用職員は、技能職１人、消防職４人（うち女性０人）でした。 

 

（３）職位別任用状況 

令和４年４月１日現在、課長補佐相当以上の職は４つの職であり総数は下表のとおりで

す。 

                                                           (単位:人) 

事務局長相当 次長相当 課長相当 課長補佐相当 

２(－) ２(－) １５(－) ３２(１) 

※( )内は、女性の数で内書きとなっています。 

 

（４）職員の退職の状況 

令和４年度における職員の退職の状況は下表のとおりです。 

 (単位:人) 

 事務職 技術職 消防職 技能職 全職員 

定年退職 １(１) －(－) １(－) －(－) ２(１) 

勧奨退職 －(－) －(－) －(－) －(－) －(－) 

自己都合退職 －(－) －(－) ４(－) －(－) ４(－) 

その他 
(死亡、免職、失職) 

－(－) －(－) －(－) －(－) －(－) 

退職者計 １(１) －(－) ５(－) －(－) ６(１) 

※( )内は、女性の数で内書きとなっています。 

 

 

２ 職員の人事評価の状況 

   全職員について、人事評価を実施しました。評価結果については、人事管理の基礎として

活用しました。 

 

 

３ 職員の給与の状況 

 

（１）人件費の状況(令和４年度決算額) 

区  分 
歳出額 Ａ 

(百万円) 

人件費 Ｂ 

(百万円) 

人件費率 

(Ｂ／Ａ) 

令和３年度 

人件費率(参考) 

４年度  3,845  1,905 49.5％   45.4％ 
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（２）職員給与費の状況(令和４年度当初予算額) 

区分 
職員数

Ａ(人) 

給与費(千円) 一人当たり 

給与費(千円) 

(Ｂ／Ａ) 給料 職員手当 
期末 

勤勉手当 
計(Ｂ) 

４年度 253 883,883 201,321 346,440 1,431,644 5,659 

※１ 職員手当に退職手当・児童手当は含みません。 

２  職員数及び給与費は、当初予算に計上された人数及び金額です。（会計年度任用職員

（フルタイム含む。）を含む。） 

 

（３）職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（令和４年４月１日現在） 

区

分 

一  般  職 消  防  職 

平均 

給料月額 

平均 

給与月額 

平均 

年齢 

平均 

給料月額 

平均 

給与月額 

平均 

年齢 

325,580 円 375,651 円 43.3 歳 287,449 円 354,608 円 36.6 歳 

 

区

分 

技  能  職 

平均 

給料月額 

平均 

給与月額 

平均 

年齢 

299,900 円 323,640 円 50.4 歳 

 

（４）職員の初任給の状況(令和４年４月１日現在) 

区 分 大学卒 短大卒 高校卒 

行 政 職 188,700 円 168,900 円 154,900 円 

消 防 職 188,700 円 168,900 円 154,900 円 

技 能 職 － 163,100 円 150,600 円 

 

（５）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(令和４年４月１日) 

区  分 
経験年数 

１０年 １５年 ２０年 

行政職 
高校卒 －  円 －  円 337,300 円 

大学卒     －  円 －  円 374,600 円 

消防職 

高校卒 237,238 円 292,800 円 329,400 円 

短大卒 －  円 －  円 －  円 

大学卒 261,600 円 312,333 円 346,417 円 
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（６）一般行政職の級別職員数の状況（令和４年４月１日現在） 

 

区分 

標準的な職務内容 
職員数 

(人) 

構成比 

(％) 

※参考 

前年の 

構成比 
事務局 消防本部 

８級 事務局長 消防長 2 0.8 0.8 

７級 次長・参事 次長･署長 2 0.8 0.8 

６級 
課長･室長・センター長 

副参事 
課長･副参事・分署長 15 6.1 6.6 

５級 課長補佐･所長・主幹 課長補佐･副分署長･主幹 32 13.1 13.2 

４級 係長･副所長・主査 係長･主査 59 24.1 23.5 

３級 主任 主任 72 29.4 28.8 

２級 主事・技師 主事 39 15.9 17.3 

１級 主事補・技師補 主事補 24 9.8 9.1 

 

 

（７）職員手当の状況 

 

    (期末手当・勤勉手当) 

 

（ ）は再任用職員を示す。 

 

期末手当 

勤勉手当 

４年度支給割合 

 期末手当 勤勉手当 

6 月期 
1.200 月分 

（0.675 月分） 

0.95 月分 

（0.45 月分） 

12 月期 
1.200 月分 

（0.675 月分） 

1.05 月分 

（0.50 月分） 

計 
2.4 月分 

（1.35 月分） 

2.0 月分 

（0.95 月分） 

職制上の段階､職務の級等による加算措置  有 
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(退職手当) 

区 分 

組  合 

４年度末支給割合 

自己都合 勧奨・定年 

勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分 

勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分 

勤続 35 年 39.7575 月分 47.709 月分 

最高限度額 47.709 月分 47.709 月分 

その他の 

加算措置 

定年前早期退職特例措置 

(2%～45%加算) 

1 人当たり 

平均支給額 
7,295 千円 

※退職手当の１人当たり平均支給額は、令和４年度に退職した職員に支給された平均額で

す。 

 

 

(時間外手当) 

 時間外勤 

 務手当 

Ｒ４年度 

支給総額

 

 79,008 千円 

職員１人当たり支給年額       397 千円 

Ｒ３年度 

支給総額  75,410 千円 

職員１人当たり支給年額       395 千円 

 

 

    (特殊勤務手当)                     

 区       分 全  職  種 

特殊勤務手当 

職員全体に占める手当支給職員の割合 62.8％ 

支給対象職員 1人当たり平均支給年額 102,664 円 

手当の種類（手当数）       2 種 

代表的な手当の名称 
支給額の多い手当 消防業務手当 

多くの職員に支給され 
ている手当 

消防業務手当 
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   (扶養・住居・通勤手当)                （令和４年４月１日現在） 

区 分 内       容 
国の制度 
との異同 

国の制度と異なる内容 

扶養手当 

配偶者 6,500 円 同  

子（満 22 歳に達し

た年度末まで） 
10,000 円 同  

子の特定期間加算 

（満15歳に達した

後の年度初めから

満22歳に達した年

度末まで） 

5,000 円 同  

上記以外 6,500 円 同  

住居手当 

持家  
国は支給なし 

 3,500 円 異 

借家  
 

限度額 28,000 円 同 

通勤手当 

通勤距離（㎞）  

同 

 

 2 未満 0 円 

  

2～ 5 2,000 円 

5～10 4,200 円 

10～15 7,100 円 

15～20 10,000 円 

20～25 12,900 円 

25～30 15,800 円 

30～35 18,700 円 

35～40 21,600 円 

40～45 24,400 円 

45～50 26,200 円 

50～55 28,000 円 

55～60 29,800 円 

60 以上 31,600 円 
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４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 

（１）勤務時間の概要 

職員の勤務時間は、一週間当たり３８時間４５分（国：一週間当たり３８時間４５分）

と定められており、原則毎週月曜日から金曜日までのそれぞれ８時３０分から１７時１５

分までの勤務となります。その勤務時間中に６０分の休憩時間が設けられています。 

特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間については、前記に従い、４週

間を平均し１週間について３８時間４５分となっており、６０分の休憩時間及び１５分の

休息時間についても業務の実情に応じ定められています。 

 

（２）休暇制度の概要・種類等 

職員の休暇には、年次有給休暇・病気休暇・特別休暇・介護休暇・組合休暇があり、概

要は下記のとおりです。 

 

年次有給休暇 

労働基準法第３９条の諸規定によって与えられる有給による休暇

であり、１年につき最高２０日間付与され、前年からの繰越分を含

めると最高４０日間となります。 

病気休暇 
職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しない

ことがやむを得ないと認められる場合における休暇です。 

特別休暇 
特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合におけ

る休暇です。 

介護休暇 

配偶者、子、職員又は配偶者の父母などの親族で負傷、疾病又は

老齢により組合規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障

があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認め

られる場合における有給の休暇です 

組合休暇 
職員が任命権者の承認を得て登録された職員団体の業務又は活動

に従事する期間における休暇です。 

   

(特別休暇の種類及び日数) 

号数 種別 事  由 期   間 

第１号 公民権の行使休
暇 

 

職員が選挙権その他
公民としての権利を行
使する場合 

その都度必要と認められる期間 

 

 

第２号 公の職務遂行休
暇 

職員が裁判員、証人、
鑑定人、参考人等とし
て官公署へ出頭する
場合 

その都度必要と認められる期間 

第３号 産前休暇 

産後休暇 

職員の出産の場合 出産予定日６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）
前から産後８週間を経過するまでの期間 

（※特に必要と認めるときは産前、産後の期間とあ
わせて２週間の範囲内の期間を加算した期間） 
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第４号 妊産婦通院休暇 妊娠中または出産後１
年以内の職員が、医
師等の保健指導また
は健康診査を受ける
場合 

次に掲げる基準により、１回につき１日の範囲内で
その都度必要と認められる時間 

(1)妊娠６月まで ４週間に１回 

(2)妊娠７月から９月まで ２週間に１回 

(3)妊娠１０月から出産まで １週間に１回 

(4)出産後１年まで その間に１回 

(※医師の特別の指示があった場合は、その指示
された回数) 

第５号 通勤緩和休暇 妊娠中の職員が通勤
に利用する交通機関
の混雑の程度が母体
または胎児の健康保
持に影響があると認め
られる場合 

勤務時間の始めまたは終わりにおいて、１日を通
じて１時間以内でそれぞれ必要と認められる時間 

第５号 

の２ 

妊娠補食等休暇 妊娠中の女性職員の
業務が母体又は胎児
の健康保持に影響が
あると認められ、適宜
休息し、又は補食する
場合 

その都度必要と認める時間 

第６号 妊婦障害休暇 妊娠中の職員が、つわ
り等の障害のため勤務
することが著しく困難な
場合 

１４日の範囲内において必要と認められる期間 

第７号 育児時間休暇 生後１年６月に達しな
い子を育てる職員が、
授乳その他の世話を
する場合 

１日２回それぞれ３０分間 

第８号 生理休暇 職員が生理日に勤務
することが著しく困難な
場合 

３日の範囲内においてその都度必要と認められる
期間 
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第９号 忌引休暇 職員の親族が死亡し
た場合      

次に掲げる期間内において必要と認められる期
間 

死亡した者 
日 数 

血族 姻族 

配偶者 １０日 

父母 ７日 ３日 

子 ５日 １日 

祖父母 ３日 １日 

孫 １日 － 

兄弟姉妹 ３日 １日 

伯叔父母 １日 １日 

(1)死亡した者が、職員と生計を一にする姻族の場
合は、血族に準ずる。 

(2)代襲相続の場合において祭具等の継承を受け
た者は、父母に準ずる。 

(3)葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合に
は、その往復に要する実日数を加算する。 

第 10 号 祭祀休暇 職員の配偶者、父母
及び子の祭日の場合 

それぞれ１日 

(※遠隔の地に赴く必要がある場合は、往復に要
する実日数を加算する。) 

第11号 感染症の予防休
暇 

職員が感染症の予防
及び感染症の患者に
対する医療に関する法
律の規定に基づく交
通の制限や遮断また
は健康診断の場合 

その都度必要と認められる期間 

第12号 現住居の滅失等
休暇 

災害により職員の現住
居が滅失または破壊さ
れた場合 

７日の範囲内においてその都度必要と認められる
期間 

第13号 結婚休暇 職員の結婚の場合 ７日の範囲内において必要と認められる期間 

第13号 

の２ 

不妊治療休暇 職員が不妊治療に係
る通院等のため勤務し
ないことが相当である
と認められる場合 

１の年において５日（当該通院等が体外受精その
他の組合規則で定める不妊治療に係るものであ
る場合にあっては、10 日）の範囲内の期間 

第14号 出産補助休暇 職員が配偶者の出産
に伴い勤務しないこと
が相当であると認めら
れる場合 

配偶者の出産に係る入院の日から退院の日まで
の間における２日の範囲内においてその都度必
要と認められる期間 
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第15号 男性育児参加休
暇 

職員が配偶者の出産
に係る子または小学校
就学の始期に達する
までの子を養育するた
めに、勤務しないこと
が相当であると認めら
れる場合 

配偶者が出産する場合で、出産予定日６週間（多
胎妊娠の場合は１４週間）前の日から出産後８週
間を経過する日までの期間において、５日の範囲
内においてその都度必要と認められる期間 

(※出産に係る子への授乳、付添い、上の子の保
育所等への送迎など、出産に係る子または小学
校就学の始期に達するまでの上の子のために生
活上の一般的な世話をするために勤務しない場
合に休暇を取得できる。) 

第16号 看護休暇 職員が養育する中学
校就学の始期に達す
るまでの子を看護する
ために、勤務しないこと
が相当であると認めら
れる場合 

１の年において５日の範囲内の期間（その養育す
る子が２人以上の場合は１０日） 

(※看護とは負傷、疾病予防及び治療、療養中の
看護及び通院等をいい、後遺障害の機能回復訓
練(リハビリ)の介助は含まれない。) 

第17号 短期介護休暇 職員が日常生活を営
むのに支障がある者の
介護等を行うために、
勤務しないことが相当
であると認められる場
合 

１の年において５日の範囲内の期間（要介護者が
２人以上の場合は１０日） 

第18号 夏季休暇 職員が心身の健康の
維持及び増進または
家庭生活の充実を図
る場合 

１の年の７月から９月までの期間内における４日の
範囲内の期間 

第19号 出勤困難休暇 職員が災害または交
通機関の事故等により
出勤することが著しく困
難な場合 

その都度必要と認められる期間 

第20号 退勤途上休暇 職員が災害時におい
て、通勤途上における
身体の危険を回避す
る場合 

その都度必要と認められる期間 

第21号 ドナー休暇 職員が骨髄バンクへ
のドナー登録を行い、
または骨髄提供をする
場合で、必要な検査、
入院等をする場合 

その都度必要と認められる期間 

第22号 ボランティア休暇 職員が自発的に、か
つ、報酬を得ないで社
会に貢献する活動(専
ら親族に対する支援と
なる活動を除く)を行う
場合で、その勤務しな
いことが相当であると
認められる場合 

１の年において５日の範囲内でその都度必要と認
められる期間 
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（３）年次有給休暇の取得状況 

        令和４年１月１日から令和４年１２月３１日までの職員の年次有給休暇の平均取得日

数は１０．５日でした。 

 

（４）育児休業等の取得状況 

        育児休業とは、職員が任命権者の承認を受けて、その３歳に満たない子を養育するため、

子が３歳に達する日までの期間を限度として、職務に従事しないことを可能とする制度で

す。育児休業をしている期間については、給与は支給されません。 

部分休業とは、職員が任命権者の承認を受けて小学校就学の始期に達するまでの子を養

育するため１日の勤務時間の一部（２時間を限度）について勤務しない制度で、休業した

期間の給与は減額されます。    

令和４年度育児休業を取得した職員は１名でした。また、部分休業を取得した職員は０

名でした。 

 

（５）時間外勤務の状況 

        令和４年度における職員一人当たりの月平均時間外勤務(休日勤務含む)は２２．７時間 

となっています。 

 

 

５ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

  

（１）分限処分の状況 

        令和４年度に分限処分を受けた職員は０名でした。  

 

 (２）懲戒処分の状況 

        令和４年度に懲戒処分を受けた職員は０名でした。 

           

６  職員の服務の状況 

 

（１）職員の守るべき義務の概要 

        地方公務員法第３０条は、服務の根本基準として、「全て職員は、全体の奉仕者として

公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念し

なければならない。」と規定しています。 

この根本基準の趣旨を具体的に実現するため、同法は、職員に対し法令等及び上司の職

務上の命令に従う義務(同法第３２条)、信用失墜行為の禁止(同法第３３条)、秘密を守る

義務(同法第３４条)、職務に専念する義務(同法第３５条)、政治的行為の制限(同法第３

６条)、争議行為等の禁止(同法第３７条)、営利企業等の従事制限(同法第３８条)など、

服務上の強い制約を課しています。 

 

（２）職務専念義務免除の状況 

職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合のほかは、その勤務時間及び職務上の注

力のすべてをその職務遂行のために用いなければなりません(地方公務員法第３５条)。 

ただし、「職務に専念する義務の特例に関する条例」により、研修を受ける場合や厚生

事業に参加する場合に、任命権者の承認を得て、職務専念義務が免除されることがありま

す。 

        令和４年度における承認件数は、１，２６８件となっています。 

 

（３）営利企業等従事の許可状況 

職員は任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする会社等の役員を兼ねたり、報

酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事等してはならない(地方公務員法第３８条)
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とされています。 

令和４年度における許可件数は０件でした。 

 

７ 職員の研修の状況 

 

（１）一般研修 

        令和４年度に当組合で実施した研修は、合計で１１コースであり、受講者数は５０人で

す。 

 

児玉郡市広域市町村圏組合関係 

研  修  名 日  数 受 講 者 数 

新採用研修 ５日 ８人 

初級研修（第１課程） ４日 ６人 

初級研修（第２課程） ４日 ４人 

中級研修 ５日 ５人 

上級研修 ２日 ５人 

中堅職員研修 ３日 ４人 

係長級研修（基本コース） ３日 ４人 

係長級研修（応用コース） ２日 ２人 

管理職研修 ４日 ４人 

行政法研修 ５日 ５人 

法制執務研修 ２日 ３人 

 

（２）消防教育訓練研修 

   令和４年度に実施された主な研修は、合計で１４コースであり、受講者数は２７人です。 

 

研  修  名 日 数 受講者数 

消

防

学

校 

 

初任教育 103 日 6 人 

専科教育 

警防科  9 日 2 人 

特殊災害科 9 日 4 人 

救急科 35 日 2 人 

救助科 19 日 1 人 

幹部教育 初級幹部科 9 日 1 人 

特別教育 

幹部特別教育 3 日 1 人 

実火災訓練教育 1 日 1 人 

警防活動教育 7 日 2 人 

救

急

救

命

士

養

成 

救急救命士養成教育（東京研修所） 126 日 1 人 

救急救命士養成事前教育 3 日 2 人 

救急救命士 特別教育訓練 
（ビデオ硬性喉頭鏡を用いた気管挿管） 

1 日 2 人 

指導救命士養成 16 日 1 人 



 - 12 - 

   

消防大学校 幹部科 45 日 1 人 

 

 

８ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 

（１）福利厚生制度の概要 

       職員の共済制度は、地方公務員法第４３条に基づいて定められた地方公務員等共済組合

法によって具体的に定められています。共済制度を運用し、実施する主体は埼玉県市町村

職員共済組合です。 

      共済組合では、組合員である職員とその家族の病気・ケガ・出産・死亡等に対して必要

な給付を行う「短期給付事業」、職員の退職・傷害・死亡に対して年金又は一時金の給付

を行う「長期給付事業」、健康の保持増進事業や住宅資金の貸付けなどの「福祉事業」の

大きく分けて３つの事業を行っています。 

         

（２）福利厚生制度に係る組合の負担状況 

      共済組合の事業を運営する費用は、組合員である職員の掛金と使用者である組合の負担

金によって賄われています。 

組合の負担金の率は法定されており、令和４年度は２８４，３７１千円の負担金を支出

しました。 

 

（３）公務災害の発生状況 

        公務災害補償制度は、職員が公務上の災害(負傷、疾病、傷害及び死亡)又は通勤による

災害を受けた場合に、その災害によって生じた損害の補填(補償)と、被災職員の社会復帰

の促進及び遺族の援護を図るために必要な事業(福祉事業)を行うことを目的としていま

す。具体的には、地方公務員法第４５条に基づいて定められた地方公務員災害補償法によ

って定められています。 

        令和４年度に公務災害又は通勤災害と認定された件数は、１件(公務災害１件、通勤災

害０件)あり、令和３年度より１件増（皆増）でした。 


